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重点戦略の基本的な考え方については、これまでの地方創生総合戦略の考え方を継承する
とともに、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」等も勘案しながら、町の実情に応じて
柔軟に対応できるものとします。

重点戦略の基本的な考え方2

第2部　後期基本計画

第1章　重点戦略�

第2次新温泉町総合計画のまちの将来像を実現するため、本町の最重要課題である人口減
少問題を柱とした対策を ｢重点戦略｣ として定め、重点的かつ戦略的に取り組むとともに、
それを新温泉町地方創生総合戦略として位置づけることで、一体的な推進を図ります。

重点戦略の設定1

重点戦略（地方創生総合戦略）の基本的な考え方

本町においては、若者の10代後半での進学や就職等による町外への転出が顕著であるの
に対し、大学卒業後の就職等に伴う20代前半での転入が少ないことが、人口減少の大きな要
因となっています。

本町の令和2年度に実施した高校生アンケート調査の結果によると、進学・就職で新温泉
町を離れても、将来は故郷にUターンしたいと思う生徒の割合は31.4％となっており、Uター
ンしたくない生徒の割合9.6％を大きく上回っています（わからないと答えた生徒の割合は
56.3％）。

このことから、新温泉町は若者にとって住みやすく愛着のあるまちではあるものの、Uター
ンを考える就職や結婚の時期には、町内に希望する仕事がない等の理由により、Uターンを
あきらめている人が多いことがうかがえます。

そのため本町では、多くの若者のUターンしたいというその思いに十分に応えることがで
きる雇用や子育てなどの環境づくりを進めるとともに、Uターンしたいと思われるふるさと
の魅力づくりを進めます。また、ずっと新温泉町で暮らす人たちや、これから新温泉町で暮
らしてみたいと思う人たちにとっても、まちにはいつも賑わいがあり、人と人とのつながり
を実感することができる夢と温もりにあふれたまちづくりを進めます。

そして、そのまちづくりを進めるために本町では、若い世代の希望をかなえる雇用・就労
環境の確保、地域ブランドの強化による地域産業の活性化や観光・交流によるまちの賑わい
の創出（しごとの創生）に取り組むとともに、出会いの場づくりや子育ての不安を和らげる
結婚・出産・子育て環境の充実や、安らぎと憩いの空間における定住環境を整えることで、
子育て世代、若者を中心とした移住・定住を促進（ひとの創生）し、あわせて、安全・安心
で快適な暮らしを支えるまちづくり（まちの創生）に取り組みます。
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重点戦略（地方創生総合戦略）の基本的な考え方

また、これらの取組を進めるうえでは、本町の特性を生かして、時代の流れに応じた施策
に取り組むことが重要であるため、本町が有する “日本列島誕生のダイナミクス ”を物語る
壮大な地質や地形の海岸、自噴で日本有数の温度や量を誇る温泉など、貴重な自然遺産を再
確認しながら、日本海沿岸有数の漁獲量を誇る松葉ガニやホタルイカなどの日本を代表する
海の幸、神戸牛の素牛である但馬牛などの山の幸、さらには、但馬杜氏に代表される酒造り
技術のほか、歴史、文化、先人などの多種多様な地域資源をさらに磨きあげながら、最大限
に活用していきます。

重点戦略の基本目標と施策の基本的方向3

重点戦略の基本的な考え方に基づく施策を推進するため、雇用・産業の振興、観光・交流
の拡大、子ども・子育ての充実、そして、それらの相乗効果によって地域の活性化を図るこ
とを重点戦略の視点とし、次の4つの基本目標とそれを実現するための施策の基本的方向を
定めます。

基本目標1 ��まちを支える産業の振興�⇒�雇用・産業の視点� �
　松葉ガニや但馬牛などをはじめとする伝統とブランド力を有する農林畜水産
業などの強みを生かして、地域資源を活用した地域産業の活性化への取組を強
化するとともに、若い世代の希望をかなえる新たな事業や雇用の創出、就労支
援を行うことで安定した雇用を確保し、持続可能なまちづくりを支える地域産
業の振興を目指します。�

基本目標2 ��まちでもてなす交流の拡大�⇒�観光・交流の視点� �
　本町が世界に誇る海・山・温泉の地域資源をさらに磨きあげながら、それぞ
れの地域資源を結びつけることで観光地としての魅力向上を図るとともに、観
光客をはじめとする交流人口の拡大を図り、賑わいのあるまちづくりを目指し
ます。

施策の基本的方向� ▼ ▼�
①新たな事業や雇用の創出� ②地域産業の育成・支援

施策の基本的方向� ▼ ▼� �
①観光産業の育成・支援� ②新たな交流の推進
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基本目標3 ��まちが見守る若者の未来�⇒�子ども・子育ての視点� �
　男女の出会いの場づくりをはじめ、結婚・出産に係る支援、また、子ども医
療費の無料化や保育料の負担軽減などの子育て支援を切れ目なく行います。あ
わせて、歴史文化や海・山・温泉などの自然環境を生かしたふるさと教育を含
む子ども教育環境の充実を図ることで、若者や子育て世代にとって安心で住み
やすく、いきいきと暮らすことができるまちづくりを目指します。�

施策の基本的方向� ▼ ▼�
①出会いから出産までの希望の実現� ②子育て支援の充実�
③子ども教育環境の充実

基本目標4 ��まちでゆったり安心暮らし�⇒�地域活性化の視点� �
　本町のゆとりと安心感のある地域社会の中で自己実現ができるよう、快適な
暮らしづくりを進めながら、高齢者が自立し、安心して暮らせる地域福祉力の
向上を図るとともに、地域に応じた防災力の向上など、安全・安心なまちづく
りを進めます。� �
　また、温泉の各戸配湯、食、健康、空き家等を効果的に組み合わせることで、
新たなライフスタイルを提案し、町外からの移住者の受入れと定住の促進を図
ります。あわせて、公共施設等のマネジメント強化や他地域との連携による広
域的な取組を進めることで、時代にあったまちづくりを目指します。

施策の基本的方向� ▼ ▼�
①快適な暮らしの確保� ②安全・安心なまちづくりの推進� �
③既存ストックのマネジメント強化� ④移住・定住の促進�
⑤他地域との連携の促進

33



第2章　後期基本計画�

後期基本計画の政策体系は、次のとおりです。

まちづくりの�
基本方針（政策） 施策 主な取組

１
豊かな資源を�
生かして
産業を育てるまち

（1）農林畜水産業の振興
①農業の振興
②林業の振興
③畜産業の振興

④水産業の振興
⑤担い手の育成

（2）商工業の振興 ①商工業の活性化
②中小企業の活性化

（3）観光業の振興 ①観光地の魅力向上
②観光情報の発信強化

③観光客の受入体制の充実
④新たな観光スタイルの構築

（4）地域産業の振興 ①産業振興体制の強化
②地域ブランドの深化

（5）起業･雇用対策の推進 ①起業･創業の支援
②町内企業の成長支援

③企業誘致の推進
④雇用･就労の支援

２
ふるさとを愛する�
次世代を育て�
見守るまち

（1）子育て支援の充実
①出会いの場づくり
②妊娠･出産の支援
③子育て環境の充実

④子育て世帯への経済的支援
⑤子育てと仕事の両立支援

（2）教育の充実 ①のびのび学べる環境づくり
②�地域力を生かした教育の充実

③きめ細やかな教育の推進
④健やかな成長の支援

（3）青少年の健全育成 ①健全育成体制の充実
②健全育成活動の推進

（4）生涯学習の推進 ①生涯学習の充実
②生涯学習施設の整備

③読書活動の推進

（5）スポーツの振興 ①スポーツ活動の推進
②スポーツ指導者の育成

③スポーツ施設の整備

（6）歴史･文化･芸術の振興 ①文化財の保護･保存と活用
②伝統文化の保存･継承

③文化芸術活動の推進
④先人の顕彰

３
みんなで支えあう
絆のあるまち

（1）健康づくりの推進 ①主体的な健康づくり
②予防対策の推進

③心の健康づくり
④健康づくり体制の充実

（2）医療環境の充実 ①地域医療の充実
②医療機能の向上

③医療のネットワーク化

（3）地域福祉力の向上 ①地域福祉活動の推進
②地域福祉体制の強化

③生活自立の支援

（4）高齢者福祉の充実 ①セーフティネットの強化
②介護予防の推進

③高齢者の生きがいづくり

（5）障がい者福祉の充実 ①障がい者支援体制の充実
②社会参加の促進

③住民理解の促進
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まちづくりの�
基本方針（政策） 施策 主な取組

４
安全で住みやすい
環境の整ったまち

（1）消防･防災の推進 ①災害に強い基盤整備
②危機管理体制の強化

③地域防災力の向上
④消防･救急体制の強化

（2）道路網の整備 ①生活道路の整備
②国県道の整備促進

（3）交通･移動手段の充実 ①公共交通の充実
②交通ネットワークの強化

（4） 交通安全･防犯対策の充実 ①交通安全対策の推進
②防犯対策の推進

（5）上下水道の整備 ①上水道の整備
②下水道の整備

（6）市街地の整備 ①中心市街地の整備
②新たな市街地の形成

５
自然と調和して
心地よく�
暮らせるまち

（1）自然環境の保全 ①保護･保全活動の推進
②自然公園の保全･活用

（2）生活環境の充実 ①ユニバーサル社会づくり
②住環境の整備

③公園緑地の適正な管理
④景観形成の推進

（3）循環型社会の形成
①�ごみの減量化と再資源化の推進
②�再生可能エネルギーの導入促進

③地球環境の保全

（4）高度情報化の推進 ①情報通信環境の充実
②情報通信技術の活用

③情報セキュリティの強化

（5）安心な消費生活の推進 ①情報提供の充実
②消費生活相談の充実

（6）温泉配湯の利活用 ①温泉資源の適正管理
②温泉資源の活用

③健康保養地づくり

６
住民と行政が
夢をふくらませる�
まち

（1）参画と協働の推進 ①住民との協働の深化
②コミュニティ活動の支援

③ボランティア活動の促進

（2）人権･平和の尊重 ①人権教育･啓発の推進
②男女共同参画社会の実現

③平和意識の高揚

（3）行財政改革の推進 ①自立した財政運営
②良質な行政運営

③行政運営力の強化

（4）広域連携･交流の強化 ①広域連携の推進
②国内･国際交流の推進

（5）情報発信の強化 ①情報提供の充実
②戦略的な情報発信
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（1）農林畜水産業の振興政策
1

施策の目的�

◦�松葉ガニ、ホタルイカなどの日本を代表する海産物、神戸牛の素牛である但馬牛など、伝
統とブランド力を有する農林畜水産業の強みを生かして、地域資源を活用した産業の振興
を図ります。
◦�各産業における若い世代の担い手や後継者を確保するため、経営の安定化を図る取組を支
援するとともに、やる気のある人が参入できる体制づくりを進めます。

現状と課題�

◦本町の産業別就業人口は、第1次産業の就業者が減少傾向となっています。
◦�農業は、中山間地域を中心に耕作放棄地が拡大しており、農地の保全や意欲ある担い手へ
の集積が求められています。また、有害鳥獣による農作物への被害が拡大しています。
◦�森林は、木材等の生産機能に限らず、水源かん養や環境保全等の公益的機能を持つことから、
間伐を中心とした森林の保育や間伐材の有効活用が求められています。
◦�畜産業は、子牛市場価格の変動が生産者の経営を不安定にしています。また、飼育農家は
減少していますが、多頭飼育が進み、飼育頭数は大きく変化していません。
◦�水産業は、松葉ガニやホタルイカなどが日本屈指の漁獲量を誇りますが、スルメイカや松
葉ガニ等の天然資源の減少や気候変動をはじめとするさまざまな変化による漁場の変動な
どにより、厳しい状況となっています。
◦�農林畜水産業では、就業者の高齢化等による担い手不足に直面しており、各産業における
若い世代の担い手や後継者の確保が求められています。

主な取組�

❶農業の振興�
◦�農地を保全し、農地が有する多面的機能の有効利用を図るため、農道や用水路などの農業
用施設の整備を進めるとともに、農地中間管理機構と連携し、認定農業者などへの農地の
集積・集約を図ります。

豊かな資源を生かして産業を育てるまち政策1

関連するSDGs�
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◦�農業生産コストの軽減と効率化を図るため、集落営農の組織化、法人化を促進し、農業経
営の安定化を図るとともに、先進技術を生かしたスマート農業についての研究や取組を進
めます。
◦�野生動物による農作物被害を防止するため、有害鳥獣捕獲班の活動支援や狩猟免許取得へ
の支援による人材確保など、捕獲対策の強化・充実を図るとともに、侵入防止柵の設置支
援や捕獲した鳥獣のジビエ利用を進めます。
❷林業の振興�
◦�災害に強い森づくりや森林資源を活用するため、林道や作業道等の生産基盤を整備し、間
伐の実施と木材の搬出を推進するとともに、「森のステーション美方」の活用を促進します。
◦�森林組合との連携を強化し、森林の持つ公益的機能の確保など、災害に強い森林環境づく
りに努めます。
◦�林道整備等の円滑な事業推進や災害復旧時の円滑な作業対応、土地取引の円滑化等を図る
ため、地籍調査事業を推進します。
❸畜産業の振興�
◦�但馬牛の生産拠点として、優良牛の確保と飼育頭数の増頭を図るため、牛舎や堆肥処理施
設などの施設整備を支援します。
◦�飼料コストの削減や堆肥処理労力の軽減などによる経営コストの削減を図るため、耕作放
棄地を活用した放牧を推進します。
◦�日本農業遺産「兵庫美方地域の但馬牛システム」の世界農業遺産認定に向けた取組を進め
るとともに、美方郡産但馬牛の付加価値やブランド力の向上を図ります。
❹水産業の振興�
◦�漁業資源の管理、育成により水産物の安定的な供給を図るとともに、松葉ガニ、ホタルイ
カなどのブランド化をさらに進めることで、経営の安定化を支援します。
◦�漁港機能を適正に確保するため、漁港の維持管理と漁港施設の整備を進めます。また、防
災の観点を含めた漁港・漁村の保護に向け、必要な補修、改良を進めます。
◦�アユやウナギ等の稚魚の放流や野生動物による被害対策など、岸田川の漁業資源を守り育
てる取組を支援します。
❺担い手の育成�
◦�各産業就業者の高齢化に対応するため、認定農業者の育成や集落営農の組織化、親元就農
などの後継者、意欲ある新規就業者への支援を行います。
◦�新たに農林畜水産業を志す人に対し、研修や相談の場づくりを進めるなど、実際に就労で
きるまでの就業支援を進めます。
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住民等の取組�

◦農林畜水産業の普及促進活動に協力します。
◦地産地消を推進し、地元の農林畜水産物を積極的に購入します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

農作物販売額 775,391千円 810,000 千円

繁殖和牛飼育頭数 774頭 820頭

漁獲金額 3,306,269千円 2,650,000千円

新規農業就業者数 0人 2人/年

新規漁業就業者数 5人 2人/年

関連する計画�

◦農業振興地域整備計画（浜坂・温泉）［R2年度見直し］
◦新温泉町鳥獣被害防止計画［R2－R4年度］
◦新温泉町森林整備計画［R2－R11年度］
◦新温泉町肉用牛生産近代化計画［R2－R12年度］
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政策
1 （2）商工業の振興

施策の目的�

◦�地域産業を活性化するまちづくりを目指し、商店街や魅力ある商店の活性化を支援すると
ともに、新商品の開発や新たな市場の開拓を支援します。

現状と課題�

◦�近年、町内の卸売・小売業の事業所数は減少しており、空き店舗などが増加しています。
◦�住民の交通手段や消費動向の変化、鳥取市をはじめとする周辺市町への大型店舗の出店に
より、町内での消費が低下しています。
◦�商工会を中心として、商店街の賑わいと触れあいの機能を高め、消費者にとって魅力ある
商店街を創出することが求められています。
◦�長い期間をかけて培われた針を造る技術や酒造の技術など、ものづくり技術の継承が望ま
れています。

主な取組�

❶商工業の活性化�
◦�商工業の活性化に向け、商工会との連携を強め、意欲ある商店や商店街の取組を支援する
とともに、空き店舗の活用などを進めます。
◦�地域の消費者に支持される魅力ある商業の振興を図るため、こだわりや個性のある経営、
賑わいと触れあいの機能が高い、活力ある商店街づくりを促進します。
◦住民や町内企業の持つものづくり技術の継承や高度化を支援し、商工業の振興を図ります。
❷中小企業の活性化�
◦�商工会との連携により、中小企業への指導・相談体制を強化するとともに、利子補給金制
度の検討など、融資制度等の充実を図り、町内企業の経営基盤の強化、新商品の開発や新
たな市場の開拓を支援します。

関連するSDGs�
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住民等の取組�

◦地元商店での買い物やサービス利用を心がけます。
◦商店街のイベントなどに積極的に参加し、商店の活性化に向けた取組に協力します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

商工会員数 472会員 430会員

起業・創業件数 8件 4件/年
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政策
1 （3）観光業の振興

施策の目的�

◦�本町が世界に誇る海・山・温泉の地域資源をさらに磨きあげ、それぞれの地域資源を結び
つけて観光地としての魅力の向上を図り、賑わいのあるまちづくりを進めます。
◦�観光地としての知名度を高めながら、観光客の満足度を高める観光地を形成するため、観
光情報の発信強化や外国人観光客を含めた受入体制の充実を図ります。

現状と課題�

◦�新型コロナウイルス感染症の影響により、団体旅行客をはじめとした観光入込客数は大き
く減少しています。
◦�どこにも負けない観光地づくりを進めるため、地域資源の磨きあげと掘り起こしを行うと
ともに、地域の魅力ある着地型・体験型の観光メニュー等の充実が求められています。
◦�新温泉町の知名度が、同種の地域資源を持つ近隣市町と比べて低いため、観光情報の発信
強化が必要となっています。
◦�国内外からの観光客を受け入れるため、外国人観光客にも満足されるおもてなしの体制づ
くりが求められています。

主な取組�

❶観光地の魅力向上�
◦�魅力ある地域資源を最大限に活用するため、本町にある魅力を再確認するとともに、新た
な魅力の掘り起こしを進めます。
◦�観光協会との連携を強化し、地域資源を生かしたイベントの充実を図るとともに、新たな
地域資源による観光客の誘致を推進し、賑わいのあるまちづくりを進めます。
◦�観光客の回遊性を高めるため、町内に4つある温泉や日本遺産などの地域資源を生かした
観光メニューやルートの充実を図り、麒麟のまち圏域などの近隣市町との広域連携も含め
た観光資源のネットワーク化を進めます。

関連するSDGs�
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❷観光情報の発信強化�
◦�観光情報の収集・整理を進めながら、SNSなどを活用したタイムリーで質の高い戦略的な
情報発信を進めます。
◦�観光地としての明確なブランドイメージを形成し、魅力的な観光プロモーションを進めな
がら、情報発信を行います。
◦�インターネットやマスコミを有効に活用した町のPRを強化し、観光地としての知名度の
向上を図る取組を進めます。
❸観光客の受入体制の充実�
◦�町内の観光資源を輝かせる観光ガイドの養成やスキルアップに取り組みながら、地域全体
として、観光客をあたたかくおもてなしする体制づくりを進めます。
◦�外国人観光客の回復を見据え、観光パンフレットや観光案内板などの多言語化や公衆無線
LANの整備を促進するとともに、SNSなどを活用した効果的な誘客プロモーションに取
り組みます。
◦�入浴施設などの観光施設の整備・改修を進めるとともに、自然環境を活用した景観の整備
を進め、観光客の満足度を高める観光地づくりを進めます。
❹新たな観光スタイルの構築�
◦�新型コロナウイルスの感染拡大によって求められる新たな生活様式に沿った旅行スタイル
に対応した取組を進めます。
◦�個人旅行客を対象とした長期滞在型の保養やワーケーション利用者を呼び込むための基盤
整備を行うなど、新たな観光スタイルの構築を図ります。

住民等の取組�

◦観光客をはじめとする来訪者に対して、おもてなしの心で対応します。
◦観光イベントなどに積極的に参加し、SNSなどでまちの魅力を発信します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

観光入込客数 650千人
［R1：1,071千人］ 1,200千人

観光宿泊客数 136千人
［R1：227千人］ 270千人

外国人宿泊客数 10人
［R1：3,328人］ 3,600人
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政策
1 （4）地域産業の振興

施策の目的�

◦�本町の地域資源や立地条件等を生かした産業振興を図るため、行政と各産業団体間の情報
共有や連携の充実を図り、産業振興体制を強化します。

現状と課題�

◦�本町の特性を生かした農林畜水産業、観光業、商工業の連携などによる地域産業の活性化
が求められています。
◦�本町の知名度の高い特産物は、松葉ガニや但馬牛、美方大納言小豆など、限定的であるため、
地域の特性を生かした他の特産物をブランド化することが必要となっています。

主な取組�

❶産業振興体制の強化�
◦�国、県や関係機関との連携により産業振興策の推進を図るとともに、行政と各産業団体間
の情報共有や連携の充実を図ります。
◦�農業協同組合や漁業協同組合、商工会、観光協会等と連携し、地域産業の活性化を図ると
ともに、地域産業を担う人材の育成を支援します。
◦�地域おこし協力隊の活用による地域の活性化を促進するとともに、地域産業の新たな担い
手となるよう活動等を支援します。
❷地域ブランドの深化�
◦�地域特産物の生産に対する支援や地域資源を活用した新商品の開発、既存産品の質的な向
上を図る取組を支援し、地域ブランドの深化を図ります。
◦�ふるさと納税返礼品の拡充による地域ブランドの発信や地産地消を推進し、農林畜水産物
の消費拡大や地域特産品などの発信強化を進めます。
◦�本町の多様な地域資源や魅力ある観光資源のブランド化を進めるとともに、世界を視野に
入れたグローバルな販路開拓等の取組を促進し、地域産業の基盤強化と活性化を図ります。

関連するSDGs�
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住民等の取組�

◦地域が一体となった産業振興に協力します。
◦地域の魅力や資源の発見に努めるとともに、積極的に地域ブランドを発信します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

産官学金等の連携による
意見交換会 1回 2回/年

新商品等の開発・
改良支援件数 3件 3件/年

ふるさと納税返礼品目数 209品目 242品目
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政策
1 （5）起業・雇用対策の推進

施策の目的�

◦�町内での新たな事業や雇用を創出するため、起業・創業の支援や町内企業の成長を支援す
るとともに、雇用の確保を目指し、新しい企業の誘致や安定した雇用・就労の場を提供す
る就労支援に取り組みます。

現状と課題�

◦�新たな活力を生み出すため、新しい事業へのアイデアや意欲を持つ人の起業・創業を促す
取組が求められています。
◦�地域の発展につながる企業誘致や町内企業の成長支援による雇用の拡大が求められています。
◦�就労相談や求人情報の提供など、地域雇用を創出する取組や働きかけが必要となっています。

主な取組�

❶起業・創業の支援�
◦�起業・創業支援を強化するため、商工会や起業アドバイザー等と連携し、起業に関する相
談業務やセミナーの開催を行うなど、相談体制の充実を図ります。
◦�町内での魅力ある起業・創業に対する支援を行うとともに、町内で事業を営む事業所の後
継者などが、業態転換や新規事業に進出する取組を支援します。
❷町内企業の成長支援�
◦�町内企業の規模拡大や異業種参入への取組を支援するとともに、企業への融資制度等の充
実を図り、地域産業の成長を支援します。
❸企業誘致の推進�
◦�社会動向に対応した優遇制度により、町内への企業立地を促進するとともに、町内の遊休
地を活用した企業誘致を推進します。
◦�新型コロナウイルスの影響により普及が進んでいるテレワークの進展や企業の地方への拠
点分散の動きを捉え、ワーケーションやサテライトオフィスの誘致に取り組みます。

関連するSDGs�
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❹雇用・就労の支援�
◦�就労相談や職業紹介窓口の充実を図り、雇用・就労を支援します。
◦�町内企業の情報発信等により、町内外での求人・求職者のマッチングを進め、多種多様な
雇用機会の拡大に努めます。
◦�移住希望者に向けた町内での就労に関する情報発信を充実させるとともに、居住先も含め
た相談体制の充実を図ります。

住民等の取組�

◦働くことに意欲を持ち、就労や起業に必要な知識・技能の向上に努めます。
◦町内企業として、企業の魅力や求人などの情報を分かりやすく若者に発信します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

起業・創業件数 8件 4件/年

事業拡大助成件数（初年度分） 0件 1件/年

企業立地助成件数（初年度分） 0件 1件/年

就労相談件数 22件 30件/年
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（1）子育て支援の充実政策
2

施策の目的�

◦�若者の結婚や出産の希望をかなえるため、未婚男女の出会いの場の創出や安心して子ども
を生むことができる出産サポート体制の充実を図ります。
◦�子育ての不安や悩みを解消し、安心して子育てができる環境を提供するため、ニーズに応
じた子育て環境の充実を図るとともに、経済的支援や子育てと仕事の両立支援に取り組み
ます。

現状と課題�

◦�人口減少克服のためには、若者の就労環境の確保のほかに、若者が希望どおりに結婚し、
安心して妊娠・出産できる環境づくりが求められています。
◦�核家族化やひとり親家庭、共働き世帯の増加などにより、子育て環境は大きく変化しており、
子育てに関するニーズが複雑・多様化しています。
◦�身近に子育ての相談ができる相手がなく、子育てに悩む人がいるため、地域での子育て支
援が求められています。
◦�少子化や施設の老朽化に対応した教育・保育施設のあり方について、検討することが必要
となっています。

主な取組�

❶出会いの場づくり�
◦�結婚を希望する若者を応援するため、未婚男女の出会いの場の情報提供や各種団体が実施
する交流・婚活イベントを支援するなど、結婚のきっかけづくりを推進します。
◦�麒麟のまち婚活サポートセンターやひょうご出会いサポートセンターと連携し、婚活事業
を推進します。

ふるさとを愛する次世代を育て見守るまち政策2

関連するSDGs�
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❷妊娠・出産の支援�
◦�子どもが欲しいと望みながらも妊娠が困難な夫婦に対し、不妊治療の費用助成や相談など
の支援を行います。
◦�元気で健康な赤ちゃんを出産してもらうため、妊婦健康診査費の助成や切れ目のない母子
保健事業などの充実を図ります。
❸子育て環境の充実�
◦�少子化や保育ニーズに対応した教育・保育施設のあり方について検討するとともに、教育・
保育の充実と保育環境向上のための施設整備などを進め、安心して子育てができる教育・
保育サービスの充実を図ります。
◦�子育て世代包括支援センターを中心に相談・指導体制を充実させ、子育ての不安や悩みの
解消を図るとともに、地域全体で子育てを支えるための環境整備を進めます。
◦�子育て世帯が求める情報を分かりやすく発信し、すべての世帯が子育て支援サービスを活
用できる情報提供に努めます。
◦�ひとり親家庭の自立支援として、子育て生活支援や就業支援などの総合的な対策に努めます。
◦�要保護児童対策地域協議会の体制を強化し、児童虐待の防止や早期発見などに努めます。
❹子育て世帯への経済的支援�
◦�安心して子育てができるよう、子どもの医療費助成や保育料の負担軽減などを継続しながら、
経済的負担を軽減する支援の充実を図ります。
❺子育てと仕事の両立支援�
◦�仕事をしながら子育てをしている保護者が安心して働けるよう、延長保育や一時預かりな
どの保育サービス、放課後児童クラブの充実などを図ります。
◦�町内企業や各関係機関と連携し、ワーク・ライフ・バランスの普及啓発を行うなど、子育
てと仕事の両立に配慮した働きやすい環境づくりを進めます。

住民等の取組�

◦保護者として、子どもが健やかに成長するための役割や責任を果たします。
◦地域全体で子どもたちを見守り、子育て世帯を支える地域づくりに努めます。
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評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

婚姻件数 32件 39件 /年

出生数 62人 81人/年

こども園入所待機児童数 0人 0人

子育て支援センター利用者数 6,873人 10,000人

関連する計画�

◦�第2期新温泉町子ども・子育て支援事業計画［R2－R6年度］
◦�第2次健康しんおんせん21（健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画）［H30－R9年度］

50



第 2部　後期基本計画

ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
次
世
代
を
育
て
見
守
る
ま
ち

政
策
２

51



政策
2 （2）教育の充実

施策の目的�

◦�子どもがのびのびと学べる環境づくりと新温泉町へのふるさと意識の醸成に努め、地域力
を生かした教育の充実、きめ細やかな教育を推進し、子どもの健やかな成長を支援します。

現状と課題�

◦�豊かな自然と文化に恵まれた環境の中で、自然との触れあいや伝統文化を生かした体験活動、
地域学習を大切にし、実践することが求められています。
◦�少子化に伴う児童生徒数の減少が見込まれるため、適切な学校規模等についての検討が必
要となっています。
◦�各学校園への支援ボランティアや専門的な知識や技能を有する地域人材の活用など、地域
ぐるみの教育環境が求められています。
◦�小中学校では、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」などの「生きる力」を育むこ
とが求められています。
◦�特別な支援を必要とする児童生徒への支援や指導力の向上が求められています。
◦�町内で唯一の高等学校である県立浜坂高等学校においては、生徒数が減少傾向にあり、県
立高等学校の再編整備が検討される中、その存続が危惧されています。

主な取組�

❶のびのび学べる環境づくり�
◦�社会的自立に必要な態度や能力を育てるため、自然学校やトライやる・ウィークなどの体
験活動を通じて、子どもたちの感性や協調性を育み、豊かな心の育成を図ります。
◦�少子化に伴う学校のあり方や適切な学校規模等について検討し、老朽化した学校施設や設備、
スクールバスについて計画的に整備・修繕を行うとともに、快適な学習環境を確保するため、
教育環境の充実に努めます。

関連するSDGs�
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❷地域力を生かした教育の充実�
◦�開かれた学校づくりと信頼される学校づくりに向け、町内の全小中学校に学校運営協議会
（コミュニティ・スクール）を設置し、地域学校協働活動のさらなる一体的推進を図ります。
◦�家庭、地域、学校がそれぞれの役割を担い、子どもが自立して豊かな人間関係を築くため、
人づくりの礎として「あいさつ・そうじ・あとしまつ」の取組を進めます。
◦�まちの豊かな自然、歴史、文化などの地域資源を活用した教育を推進し、ふるさと新温泉
町に根づいた、ふるさと教育の充実を図ります。
◦�町内のこども園や小中学校に高等学校を加えた連携を強化し、地域の魅力ある学校づくり
を推進します。
◦�浜坂高等学校の存続に向け、学校の特色を生かした教育や地域連携活動等を支援し、地域
人材の育成と多様な可能性を育む浜坂高等学校の魅力向上につなげます。
❸きめ細やかな教育の推進�
◦�児童生徒自らが課題を発見し、解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習を進め、個に応じ
た学習指導の充実を図り、確かな学力の向上を図ります。
◦�教職員の資質や実践的指導力の向上を図るため、経験や課題に応じた教職員研修の充実を
図り、「チーム学校」としての協働体制を推進するとともに、教職員の負担軽減を図る取
組を進め、児童生徒と向き合う時間の確保に努めます。
◦�外国人英語指導助手と連携した英語教育の推進やタブレット端末等を活用したGIGAスクー
ルの推進など、時代に応じた学力の向上に取り組みます。
◦�外国人英語指導助手の活用や若者との交流を通じて、就学前から英語などの多文化に慣れ
親しむことができる環境の確保に努めます。
◦�特別な支援を必要とする児童生徒を支援するため、一人ひとりの多様な教育的ニーズに応
じた適切な教育の充実を図るとともに、障がいのない児童生徒と可能な限り共に学ぶ仕組
みづくりを進めます。
◦�いじめや不登校等への対応として、適応指導教室や子ども相談室の設置、スクールソーシャ
ルワーカーの配置など、学校へ通えない児童生徒や悩みを抱える児童生徒、保護者への支
援の充実を図ります。
❹健やかな成長の支援�
◦�子どもの健やかな体を育成するため、楽しみながら体を動かす習慣や自ら意欲的に健康づ
くりに取り組む環境づくりを進めるとともに、学校における部活動の各種大会派遣等を支
援します。
◦�学校給食において、栄養バランスの確保と積極的な地産地消を進めることで、食育の推進
と食生活、食文化に対する意識を高めるとともに、基本的な食習慣の確立による健康づく
りを進めます。
◦�優れた文化・芸術に触れる機会の提供や読書習慣をつけるための活動を推進し、健やかな
成長を支援します。
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住民等の取組�

◦家庭、地域、学校が連携して、子どもたちを見守り育てます。
◦家庭において、「早寝、早起き、朝ごはん」などの基本的な生活習慣を身に付けます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

児童生徒の問題行動件数
（刑法犯行為等） 1件 0件

いきいき学校応援事業実施件数 117件 120件

小中学生各種大会派遣支援件数 35件
［R1：80件］ 90件

関連する計画�

◦第3期新温泉町教育振興基本計画［R4－R8年度］
◦第2期新温泉町子ども・子育て支援事業計画［R2－R6年度］
◦新温泉町子どもの読書活動推進計画［H25年度策定］
◦�第2次健康しんおんせん21（健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画）［H30－R9年度］
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政策
2 （3）青少年の健全育成

施策の目的�

◦�次代を担う青少年が心豊かに安心して暮らせるよう、家庭、地域、学校に加えて、各関係
機関の連携を強化するとともに、「あいさつ運動」などを通した青少年の健全育成を推進
します。

現状と課題�

◦�青少年を取り巻く社会環境が急速に変化する中、心豊かでたくましい青少年を育成するた
めには、家庭、地域、学校、行政が一体となって、青少年の健全育成に取り組むことが必
要となっています。
◦�青少年が社会の一員としての役割と責任を自覚し、心身ともに成長できるよう、多くの人
と触れあいながらさまざまな経験ができる交流活動の機会を提供することが求められてい
ます。
◦�青少年が抱える問題は複雑かつ多様化しており、これらの問題を明らかにしながら、非行
防止活動や有害環境を浄化する取組が求められています。

主な取組�

❶健全育成体制の充実�
◦�各地域における青少年育成推進協議会の活動を充実するとともに、各関係機関や関係団体
との連携を強化し、地域ぐるみの健全育成環境づくりを推進します。
◦�心豊かな青少年を育成するため、家庭教育の重要性を啓発するとともに、家庭や地域の教
育力を高めるため、大人自らの学習機会の提供を進めます。

関連するSDGs�
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❷健全育成活動の推進�
◦�子どもたちが身近に安心できる環境があることを実感できるよう、地域であたたかく声を
かけあう「あいさつ運動」の取組を推進します。
◦�子どもたちの社会性や自主性を育むため、文化、スポーツ、ボランティアなどの活動機会
の充実に努めます。
◦�青少年の健全育成に悪影響を及ぼす図書やインターネット情報などの有害な環境から青少
年を守るため、有害環境浄化のための啓発、教育を強化します。

住民等の取組�

◦�あいさつ運動などを通して、子どもたちの健全育成を支えます。
◦�子どもを取り巻く課題について学び、子どもの発するサインを見落とさないようにします。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

青少年育成町民大会参加者数 130人 150人

PTCA 教育講演会参加者数 150人
［R1：348人］ 360人

関連する計画�

◦第3期新温泉町教育振興基本計画［R4－R8年度］
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政策
2 （4）生涯学習の推進

施策の目的�

◦�子どもから高齢者までのすべての世代の人たちが自己実現できるよう、公民館や図書館等
を効果的に活用し、ゆとりや個性、心の豊かさを重視した誰もが生きがいを持てる教育、
学習活動を進めます。

現状と課題�

◦�住民一人ひとりが個性と能力を伸ばし、生きがいのある充実した人生を送れるよう、生涯
を通した多様な学習機会の提供が求められています。
◦�加藤文太郎記念図書館、夢ホールや各地区公民館などの施設は、住民の身近で利用しやす
い学習活動の拠点施設として、大きな役割を果たしています。

主な取組�

❶生涯学習の充実�
◦�高度化、多様化する個人の学習ニーズに対応するため、生涯にわたって学ぶことのできる
学習機会を提供するとともに、多様な学習形態や情報提供の充実に努めます。
◦�地域における生涯学習の拠点として、誰もが参加しやすく、学習・交流の場となっている
地区公民館活動の充実を図ります。
◦�芸術文化観光専門職大学との連携による新たな事業の企画・運営等を検討し、新たな夢ホー
ル事業等の推進を図ります。
❷生涯学習施設の整備�
◦�老朽化した生涯学習施設について、計画的な整備・修繕を行うとともに、利用者の視点に立っ
た既存施設の利便性の向上や設備の充実に努めます。

関連するSDGs�
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❸読書活動の推進�
◦�読書環境の充実を図るため、加藤文太郎記念図書館や移動図書館車による図書館サービス
を行うとともに、おはなし会やおはなしボランティアの養成、派遣などを通じて、多くの
人が図書に慣れ親しむことのできる環境づくりに取り組みます。
◦�近隣市町の図書館と連携し、きめ細やかな住民の読書活動を支援します。

住民等の取組�

◦�生涯にわたって自ら学習に取り組み、学習した成果や知識を地域活動に生かします。
◦�地域の特色を生かした地区公民館活動を開催し、みんなで参加します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

地区公民館設置数 10館 12館

公民館講座受講生 169人
［R1：211人］ 280人

図書貸出冊数 69,576冊 78,000冊

関連する計画�

◦�第3期新温泉町教育振興基本計画［R4－R8年度］
◦�新温泉町子どもの読書活動推進計画［H25年度策定］
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政策
2 （5）スポーツの振興

施策の目的�

◦�「誰もが、いつでも、いつまでも」それぞれの体力、目的に応じて、日常生活の中でスポー
ツに親しみ、ライフスタイルにあった健康づくりができるよう支援します。

現状と課題�

◦�誰もが気軽に参加できるスポーツ活動への関心が高まっており、スポーツに親しむことの
できる環境や本町の特性を生かした大会の実施が求められています。
◦�多くの体育施設で老朽化が進んでいるほか、体育館やグラウンドについては、全国レベル
の大会を開催する機能がないため、長期的視野での総合的な施設の整備が望まれています。

主な取組�

❶スポーツ活動の推進�
◦�年齢や性別、障がい等を問わず、誰もが生涯にわたって、気軽にスポーツに親しみ楽しめ
る環境や指導体制の充実を図るとともに、体育協会やスポーツクラブなどの活動を支援し
ます。
◦�気軽に参加できるスポーツやレクリエーション活動を提供できるよう、関係団体やボラン
ティア、民間企業との協力や連携を図ります。
◦�高齢者がスポーツ本来の楽しさを実感しながら、さまざまなスポーツに接し、体験できる
機会を提供するとともに、楽しく健康づくりができる環境を整えます。
◦�障がい者の社会参加を促進するため、障がい者スポーツの参画人口の拡大を目指すとともに、
障がい者スポーツを楽しみ、健康維持や体力増強ができるよう、身近な地域でみんなと一
緒にスポーツを楽しめる環境づくりを進めます。
◦�スポーツツーリズムの推進による地域活性化を図るため、町内外のスポーツ交流を進めます。

関連するSDGs�
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❷スポーツ指導者の育成�
◦�住民ニーズに沿ったスポーツ活動を楽しみながら安全で効果的に行えるよう、スポーツ指
導者やスポーツボランティアなど、スポーツを支える人材の育成、支援に努めます。
◦�スポーツ推進委員等が行う地域でのスポーツ活動や健康に関する活動、自主的に開催する
各種イベント等を支援します。
❸スポーツ施設の整備�
◦�快適で安全なスポーツ活動の場を提供するため、総合的にスポーツ施設の整備を検討する
とともに、既存施設の計画的な修繕を行い、有効活用を図ります。

住民等の取組�

◦�健康への関心を高め、日頃からスポーツ・体力づくりに取り組みます。
◦�スポーツに対する知識や技能を高め、各種スポーツ大会の運営などに参加・協力します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

麒麟獅子マラソン大会
参加者数

0人
［R1：3,266人］ 4,000人

体育施設利用者数
（町有施設）

46,704人
［R1：87,012人］ 98,000人

関連する計画�

◦�新温泉町スポーツ推進計画［H26－R5年度］
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政策
2 （6）歴史・文化・芸術の振興

施策の目的�

◦�郷土の歴史・文化を後世に継承し、それらをより多くの人たちに伝えるため、その保護・保存、
活用に努め、特色ある地域文化の振興を図ります。
◦�文化・芸術イベントや文化交流を推進し、世代間、地域間交流を深めるとともに、地域の
魅力を高め、感性豊かな人づくりを進めます。

現状と課題�

◦�本町は、日本遺産に認定された「北前船寄港地・船主集落　諸寄港」や「麒麟が舞う大地
『因幡・但馬』」の歴史文化財群など、貴重な有形無形の文化財や歴史を数多く有し、祭り
などの地域固有の伝統文化も数多く残されており、それらを保護、継承することが必要となっ
ています。
◦�地域に根ざした個性豊かな地域社会を築くため、住民がさまざまな文化に触れ、主体的に
文化芸術活動に取り組める環境づくりが必要となっています。

主な取組�

❶文化財の保護・保存と活用�
◦�文化財収蔵庫の整備などにより、町内に残された貴重な文化財を計画的に保護・保存し、
活用するとともに、地域の歴史や文化を積極的に紹介し、住民の文化財への親しみとふる
さと意識の醸成に努めます。
◦�地域総がかりで文化財を守り、生かし、伝える体制の構築を図り、文化財の存続につなげ
るため、文化財保存活用地域計画の策定に取り組みます。
◦�町内の特徴的な歴史的景観の整備、活用を進めます。

関連するSDGs�
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❷伝統文化の保存・継承�
◦�民俗文化財をはじめとする伝統芸能や伝統行事に対する理解を深め、住民の主体的な保存・
継承を進めるため、伝統文化への関心を高める取組を進めます。
◦�文化財保存団体や民俗芸能等の後継者に対して継続的な活動を支援することで、伝統文化
の保存・継承を図ります。
❸文化芸術活動の推進�
◦�住民や文化団体等による主体的な文化芸術活動を推進するため、文化団体等を支援すると
ともに、新たな文化団体やグループの育成に努めます。
◦�音楽、演劇、伝統芸能やコンサート等の各種公演を開催することで、住民に質の高い文化
芸術に触れる機会を提供するとともに、各種団体の発表の場を提供します。
◦�さらに多くの住民や文化団体が参加する文化交流活動を推進するため、施設の特色を生か
した各種文化展や文化行事の充実を図ります。
❹先人の顕彰�
◦�郷土が誇る先人の業績を後世に伝え、その業績を広く世間に知らせることで、住民の郷土
への誇りと愛着を深めるとともに、文化・芸術の振興を図ります。
◦�先人記念館以命亭の充実を図るとともに、企画展の開催などの活用を進めます。

住民等の取組�

◦地域の歴史や文化財に愛着と誇りを持ち、次代に伝えます。
◦文化芸術に触れる機会に積極的に参加し、新たな発見と生きがいづくりにつなげます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

文化協会加盟団体数 47団体 60団体

先人記念館入館者数 4,940人 7,000人

関連する計画�

◦�新温泉町歴史文化遺産活用計画［H25年度策定］
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みんなで支えあう絆のあるまち政策3

政策
3 （1）健康づくりの推進

施策の目的�

◦�町ぐるみで健康長寿社会を実現するため、健康講座や健康相談、生活習慣病予防のための
各種検診などを充実させ、住民自らの健康への関心を高めることで、健康づくりの輪を広
げます。

現状と課題�

◦�心と体の健康は、豊かな人生を支える基本であり、健康で生きがいを持った生活を送るこ
とができる健康長寿社会が求められています。
◦�住民が身近なところで、気軽に健康づくりに参加できる仕組みづくりを進めることで、健
康への関心を高め、疾病予防することが必要となっています。

主な取組�

❶主体的な健康づくり�
◦�住民の健康維持と健康増進への意識を高めるため、住民の健康課題に応じた健康講座や保
健指導の充実に努め、住民の主体的な健康づくりを支援します。
◦�食に関する正しい知識を身に付け、生涯にわたって健全な食生活を実践できるよう、あら
ゆる世代で食育を推進します。
◦�優れた泉質と湯量を持つ温泉の効果を十分に確認しながら、心身ともに元気になれる温泉
を活用した健康づくりを進めます。
❷予防対策の推進�
◦�生活習慣病の発症と重症化の予防のため、食生活の改善や運動指導などの保健指導の充実
を図るとともに、各種検診の充実と広報・啓発活動による効果的な未受診者対策を推進し、
受診率の向上を図ります。
◦�予防接種についての正しい知識の普及と住民の理解を深め、接種率の向上に努めるとともに、
任意予防接種の支援に取り組みます。

関連するSDGs�
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❸心の健康づくり�
◦�社会的孤立を防ぐため、関係機関と連携した支援や相談事業の周知強化に努めるとともに、
自死予防として、心の病気に対する相談支援体制の充実を図り、「こころといのちを支え
る地域づくり」を進めます。
◦�地域の中で安心して生活するために、地域の中での助けあいについて意識付けができるよ
う支援します。
❹健康づくり体制の充実�
◦�保健福祉センターを拠点として、住民が身近なところで健康診査や保健指導、健康相談が
受けられる体制の充実に努めます。

住民等の取組�

◦�規則正しい生活や適度な運動を行い、病気の予防や健康づくりに取り組みます。
◦�定期的に健康診査を受け、病気の早期発見・早期治療につなげます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

特定健診受診率 40.41％ 60.00％

国保被保険者の
1人あたりの医療費 413,683円 410,000円

健康講座等参加者数 672人
［R1:1,227人］ 1,250人

関連する計画�

◦�第2次健康しんおんせん21（健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画）［H30－R9年度］
◦�新温泉町国民健康保険データヘルス計画［R1－R5年度］
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政策
3 （2）医療環境の充実

施策の目的�

◦�本町の地域医療拠点として、公立浜坂病院の医療機能を向上させるとともに、救急医療を
含めた近隣の病院、診療所などの医療機関とのネットワーク化を図り、持続可能な「安心」
の確保に努めます。

現状と課題�

◦�公立浜坂病院は、施設の老朽化が進むとともに、医師確保の困難から診療科の維持が難し
くなっています。
◦�住民が安心できる医療サービスを提供するためには、施設整備や医療機器の更新、診療体
制の強化を進める必要があります。
◦�本格的な高齢化社会において、治す医療から支える医療の提供や他の医療機関との連携体
制の確立が求められています。
◦�新型コロナウイルス感染症などの健康に対する危機管理や災害時の医療対応など、危機管
理体制の強化が求められています。

主な取組�

❶地域医療の充実�
◦�各医療機関や保健・福祉サービスを提供する機関等との連携強化を図り、地域医療体制の
充実に努めるとともに、感染症等の発生時における危機管理体制を平常時から整備します。
◦�公立浜坂病院の経営の安定化を図るため、継続して経営改革に取り組むとともに、住民に
寄り添う医療を提供するため、訪問診療、訪問看護の充実や巡回講座などに取り組み、地
域に密着した魅力ある病院づくりに努めます。
◦�公立病院としての医療体制の充実を図るため、公立浜坂病院の医師をはじめとする医療人
材の確保に努めるとともに、初期診療における総合的な診療を推進します。

関連するSDGs�
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◦�高齢化が進む地域において、安心して医療サービスを受けることができるよう、公立浜坂
病院と診療所の連携などについて検討しながら施設の運営を行います。
❷医療機能の向上�
◦�住民に安心できる医療サービスを提供するため、医療技術に対応した医療機器の更新や老
朽化が進んでいる施設、院内環境の整備・充実に努めます。
❸医療のネットワーク化�
◦�近隣の高次医療機関やかかりつけ医との緊密な連携体制の確立に努めます。
◦�医師会や各医療機関等との協力体制を強化し、救急医療を含めた診療体制のネットワーク
化を進めます。
◦�健康に対する危機管理や災害時の医療対応等について、関係機関との連携を図りながら、
体制の充実に努めます。

住民等の取組�

◦�医師の巡回講座や健康講座などに積極的に参加し、日頃から健康維持に気を付けます。
◦�自らの症状に応じて、適切に医療機関を受診するよう心がけます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

外来患者数（公立浜坂病院） 16,907人 21,780人

紹介患者数（公立浜坂病院） 526人 550人

関連する計画�

◦公立浜坂病院医療体制大綱［H18年度策定］
◦公立浜坂病院新改革プラン［H28年度策定］
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政策
3 （3）地域福祉力の向上

施策の目的�

◦�地域における助けあいと支えあいにより、すべての人がいきいきと暮らすことができるよう、
行政、住民、関係団体が連携を図り、住民が主体的に参加する地域福祉活動の推進を図り
ます。

現状と課題�

◦�少子化や核家族化などにより、家庭や地域における住民相互のつながりが希薄化し、地域
福祉を取り巻く環境が大きく変化する一方、地域福祉に対する住民ニーズは多様化してい
ます。
◦�個々のニーズに対応した福祉サービスを提供するための人材確保が課題となっています。
◦�ボランティア参加者の高齢化等により、ボランティア活動への参加率が低くなっているため、
啓発活動等の充実を図り、若い世代の参加促進を図る必要があります。
◦�景気の低迷などにより、生活に課題を抱える人が増加していることから、状況を的確に把
握し、対応する必要があります。

主な取組�

❶地域福祉活動の推進�
◦�住民の福祉に対する意識を高め、地域福祉への主体的な参加を促進するため、地域に根ざ
した福祉活動の活性化を支援します。
◦�福祉に関する広報やイベントなどを通じて啓発活動を推進するとともに、ホームページな
どを活用した情報提供の充実を図ります。

関連するSDGs�
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❷地域福祉体制の強化�
◦�地域福祉の多様なニーズに対応するため、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、ボラン
ティア団体や各種福祉団体等との連携を強化し、情報共有の場づくりやネットワークの構
築を図ります。
◦�地域福祉力の向上においては防災福祉力の強化が必要であるため、地域の自主防災組織等
と連携した取組を進めるとともに、避難行動要支援者名簿を活用した地域での避難体制の
充実を図ります。
◦�財産の管理や日常生活等に支障のある人が、成年後見制度や日常生活自立支援事業等の支
援を円滑に受けられるよう、相談支援体制を整え、相談窓口の啓発を行います。
◦�医療・介護・障がいなどの福祉分野において、人材育成のための講習会等の開催や資格取
得に必要な支援を行うなど、人材育成・確保に向けた取組を進めます。
❸生活自立の支援�
◦�生活に課題を抱える人の生活実態を的確に把握し、相談体制の充実や関係機関との連携を
図りながら、適正な助言や指導を行うなど、一人ひとりにあった自立支援の取組を進めます。

住民等の取組�

◦�福祉学習を通して地域福祉活動への理解を深め、地域での支えあいを進めます。
◦�地域福祉活動やボランティア活動などに積極的に参加します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

ボランティア登録団体数 44団体 45団体

ボランティア登録者数 3,082人 3,100人

関連する計画�

◦第2次新温泉町地域福祉計画［H30－R9年度］
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政策
3 （4）高齢者福祉の充実

施策の目的�

◦�高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくために、地域包括ケアシステムの充
実や関係機関、団体等との連携を図り、セーフティネットの強化を進めます。
◦�要介護状態への移行抑止や要介護状態の悪化を防止するため、介護予防の取組を推進する
とともに、支援の必要な人が必要とする介護保険サービス、高齢者福祉サービスを受けら
れる体制づくりに努めます。

現状と課題�

◦�本町の高齢化率は上昇傾向にあるとともに、単身世帯や介護・支援を必要とする高齢者が
増加しています。
◦�近年の相談内容は問題が複雑化・複合化したものが増加しており、それらに対応するため
の関係機関等との連携の強化が必要となっています。
◦�「施設から在宅へ」といった、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送るこ
とができる体制づくりが必要となっています。
◦�医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムを地
域の実情に応じて充実させることが必要となっています。

主な取組�

❶セーフティネットの強化�
◦�高齢者の状況やニーズを把握しながら、保健・医療・福祉・地域の総合的なネットワーク
を構築し、地域包括ケアシステムの一層の充実強化を図ります。
◦�地域包括支援センターの機能・体制の充実を図るとともに、関係機関や団体等との連携強
化を図り、高齢者に必要な支援や相談体制の充実に努めます。
◦�認知症当事者や家族への相談支援体制の強化、認知症医療介護連携、認知症地域支援ネッ
トワークの強化など、認知症総合支援事業を推進します。

関連するSDGs�
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◦�高齢者が健やかで安心した生活を維持するため、医療費の支援などを通じて、経済的負担
の軽減を図ります。
❷介護予防の推進�
◦�生活機能が低下し、要支援・要介護状態とならないよう、運動機能の向上や栄養改善の取
組を行うなど、より効果的な介護予防の推進を図ります。
◦�地域介護予防活動支援事業、地域リハビリテーション活動支援事業、高齢者保健事業の一
体的な推進により、さらなる介護予防の充実を図ります。
❸高齢者の生きがいづくり�
◦�高齢者の自立や生きがいづくりを支援するため、多様な学習活動の充実を図るとともに、
勤労意欲のある高齢者の就労機会を確保するため、シルバー人材センターの支援を行います。
◦�高齢者の社会参加と交流活動を促進するため、老人クラブ等の活動を支援するとともに、
豊かな知識や経験を生かした世代間交流の取組を推進します。

住民等の取組�

◦適度な運動や地域行事への参加により、介護予防に努めます。
◦介護等が必要な高齢者についての理解を深め、地域での見守りを行います。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

在宅高齢者訪問件数 2,704件 2,700件

介護教室等参加者数 550人
［R1：1,051人］ 1,500人

高齢者の集い参加者数 759人 900人

関連する計画�

◦第2次新温泉町地域福祉計画［H30－R9年度］
◦第8期新温泉町高齢者保健福祉計画及び新温泉町介護保険事業計画［R3－R5年度］
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政策
3 （5）障がい者福祉の充実

施策の目的�

◦�障がいのある人が自らの能力を最大限に発揮し、個性豊かに生きることができるよう、自
立した生活や社会参加ができるまちづくりを進めるとともに、障がいへの住民の理解を促
進します。

現状と課題�

◦�障がいのある人やその家族が安心して生活を送るためには、障がいのある人それぞれの心
身の状態や生活実態に応じた適切な支援が必要となっています。
◦�障がいのある人が地域でいきいきと活動できるよう、生活基盤の整備や社会参加を促進す
る取組が求められています。

主な取組�

❶障がい者支援体制の充実�
◦�障がいのある人やその家族が地域で安心して生活できるよう、関係機関と連携し、相談支
援体制の充実を図るとともに、生活支援サービスの充実に努めます。
◦�地域での自立した生活の場を確保するため、グループホームの整備を推進します。
❷社会参加の促進�
◦�まちで不安や不自由さを感じることなく、いきいきと活動ができるよう、移動を支える基
盤の整備を進めるとともに、相談支援事業者等の関係機関と連携し、就労や日中活動の機
会等の提供に努めます。
◦�障がいのある人が自らの関心のある活動に積極的に参加し、多くの人との交流を通じて自
己実現できるよう支援します。
❸住民理解の促進�
◦�障がいに対する正しい理解を深めるため、人権学習や講演会の開催など、住民への啓発活
動や広報活動を促進します。

関連するSDGs�
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住民等の取組�

◦学習会などに参加し、障がいに関して正しい理解を深めます。
◦障がいのある人が暮らしやすい環境づくりに努めます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

障がい福祉サービス利用率
（障がい児・者） 99.2％ 100％

障がい福祉サービス町内
事業所数 6事業所 9事業所

関連する計画�

◦第2次新温泉町地域福祉計画［H30－R9年度］
◦第6期新温泉町障害福祉計画、第2期新温泉町障害児福祉計画［R3－R5年度］
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安全で住みやすい環境の整ったまち政策4

政策
4 （1）消防・防災の推進

施策の目的�

◦�近年多発する土砂災害や地震などの自然災害から、住民の生命・財産を守るため、災害に
強い基盤整備や消防・救急活動に必要となる活動用機材などを計画的に整備するとともに、
消防団や自主防災組織などとの総合的な危機管理体制を強化します。

現状と課題�

◦�あらゆる災害や未知のリスクに対応するため、災害等に強い基盤整備と迅速かつ的確に対
応できる危機管理体制の強化が求められています。
◦�自然災害から住民の生命と財産を守るため、「自助」「共助」「公助」により、住民や関係
機関等が連携して、災害に強いまちづくりを進めることが必要となっています。
◦�住民一人ひとりが災害に対する備えをし、住民が相互に助けあうことのできる地域ぐるみ
の防災対策が必要となっています。
◦�地域の安全確保には、地域に密着した消防団の役割が重要であり、団員の確保や育成が求
められています。

主な取組�

❶災害に強い基盤整備�
◦�道路や河川、公共施設などの点検・整備による社会基盤の強靭化を進めるとともに、地震
災害を低減するための一般住宅等の耐震化を促進し、地域防災の基盤整備を進めます。
◦�森林の適正な管理により、山崩れや土石流による被害の軽減を図るとともに、急傾斜地崩
壊対策の推進を図りながら、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）等の危険を有する区
域にある既存住宅の移転を促進し、土砂災害等の未然防止と被害の防止に努めます。
❷危機管理体制の強化�
◦�土砂災害や地震などの自然災害に備えるため、平常時の準備や緊急時の対応などについて
消防団や自主防災組織、関係機関等との連携を強化し、防災体制の充実を図ります。
◦�災害や未知のリスク等のさまざまな危機の発生時に、重要な業務を継続できる取組を進め

関連するSDGs�
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るとともに、必要となる防災用備品や備蓄品を計画的に整備します。
◦�防災情報等を確実に住民へ伝達するため、防災行政無線の機能強化や情報伝達手段の多重
化について充実を図ります。
◦�災害ボランティアコーディネーターの養成を支援するとともに、災害発生時の災害ボラン
ティアセンターの立ち上げやボランティア受入体制の強化を図ります。
❸地域防災力の向上�
◦�住民が災害発生時に的確な対応ができるよう、出前講座や防災訓練等の実施、地域性に応
じた自主防災組織の育成や活動支援などを行い、地域防災力の向上を図ります。
◦�防災学習の促進や情報提供の推進により、住民一人ひとりの防災知識の習得と防災意識の
普及・啓発に努めます。
❹消防・救急体制の強化�
◦�消防施設や消防車両、活動用機材などを計画的に整備するとともに、地域防災の中核的存
在である消防団員の確保と消防技術の向上に努め、消防団の充実強化を図ります。
◦�火災や災害などの被害を最小限に抑え、住民の生命と財産を守るため、美方広域消防本部
等との緊密な連携を図り、的確な救急救助の初期対応と迅速な搬送ができる体制づくりを
進めます。

住民等の取組�

◦�災害時に備えて、普段から食料等の備蓄や非常時持ち出し品を準備します。
◦�自主防災活動への参加や住宅の耐震化、家具の転倒防止対策を行います。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

自主防災組織の訓練実施率 21.8％
［R1：51.2％］ 100％

自主防災訓練参加者数 654人
［R1：1,976人］ 3,800人

消防団員充足率 91.7％ 100％

関連する計画�

◦新温泉町地域防災計画［R2年度見直し］
◦新温泉町水防計画［R2年度策定］
◦新温泉町国土強靭化地域計画［R2－R6年度］
◦新温泉町業務継続計画・受援計画［R3年度策定］
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政策
4 （2）道路網の整備

施策の目的�

◦�日常生活、経済活動の基盤であり、救急搬送や災害時の緊急輸送、他地域との交流を進め
るうえで、重要な役割を担う道路を安全で機能的に整備し、一層の安全性と利便性の向上
を図ります。

現状と課題�

◦�道路は住民の日常生活と密接に関わるため、安全性と利便性の高い整備と、常に適正な維
持管理が求められています。
◦�本町の道路や橋りょうの老朽化が進行しているため、施設の更新や修繕を計画的に進める
ことが必要となっています。
◦�主要道路である国県道の整備促進が求められています。
◦�高速道路ネットワークは、地域活動や経済活動の重要な基盤であり、住民生活を豊かで快
適にするものであるため、山陰近畿自動車道の未整備区間の早期整備が望まれています。

主な取組�

❶生活道路の整備�
◦�地域の実情と特性に応じて、住民の日常生活を支える生活道路の新設、改良を進めるとと
もに、道路の適正な維持管理に努めます。
◦�道路施設の維持更新費用を抑制・平準化するため、橋りょうをはじめとする道路施設の計
画的・予防的な修繕を行い、長寿命化を図ります。
❷国県道の整備促進�
◦�国道9号や同178号、主要地方道浜坂井土線などの整備促進に向け、国や県などの関係機
関に対して、継続して要望活動を実施します。
◦�山陰近畿自動車道の早期全線開通と「浜坂道路Ⅱ期」の早期整備の推進など、高速道路ネッ
トワークの一層の充実に向け、国や県などの関係機関に対して、国・県・市町が連携して
要望活動を実施します。

関連するSDGs�
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住民等の取組�

◦�道路などの清掃や美化活動に取り組むとともに、みんなで大切に利用します。
◦�道路などの破損・危険箇所を発見した場合は、速やかに関係機関に連絡します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

町道改良率 46.8％ 47.7％

橋りょう修繕率 41.2％ 54.0％

関連する計画�

◦新温泉町道路橋長寿命化修繕計画［H26－R15年度］
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政策
4 （3）交通・移動手段の充実

施策の目的�

◦�公共交通の利便性の向上とあわせて、交通手段を持たない人に配慮した公共交通の充実を
図るなど、地域の実情に応じた交通体系を構築し、交通ネットワークを強化します。

現状と課題�

◦�マイカー利用者の増加により、公共交通機関の利用者は減少しています。
◦�持続可能な町民バスの運行に努めながら、住民ニーズに対応して利用者の増加を図り、バ
ス路線を維持確保することが求められています。
◦�今後、高齢化が進み、交通手段を持たない人が増加することが見込まれるため、地域の実
情に応じた交通体系の構築が求められます。
◦�新型コロナウイルス感染症による移動需要の急激な低下により、鉄道、空港、路線バス等
の公共交通機関の利用者は大幅に減少しており、住民生活を支える重要な社会基盤である
公共交通を守る取組が求められています。

主な取組�

❶公共交通の充実�
◦�住民ニーズに応じて町民バスのダイヤ見直しを行うなど、利便性の向上を図るとともに、
経営の効率化も考慮しながら、住民に必要な交通手段として、路線の維持確保に努めます。
◦�町民バスなどの交通機関が運行されていない地域において、日常の移動手段を確保するため、
必要な交通手段の確保に努めます。
◦�鉄道の利便性向上を図るため、特急列車等の停車本数の増加や利用しやすいダイヤ編成な
どを鉄道事業者に要望しながら利用促進を図るとともに、将来を見据えた高速鉄道の整備
促進に向け、関係機関に強く働きかけます。
◦�近隣市町や関係団体と連携し、コウノトリ但馬空港と鳥取砂丘コナン空港の運行便の充実
や利用促進を図り、交通手段の多様な地域づくりを進めます。

関連するSDGs�
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❷交通ネットワークの強化�
◦�公共交通相互の連携の充実を図るとともに、地域の実情に応じた交通手段の確保や総合的
で持続可能な交通ネットワークの強化に向けた取組や検討を進めます。

住民等の取組�

◦�町民バスなどの公共交通機関を積極的に利用し、地域公共交通を守ります。
◦�地域の交通手段の確保について、関係機関と一緒に考えます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

町民バス利用者数 115,602人 114,000人

コウノトリ但馬空港利用者数
（町民等）

73人
［R1：549人］ 624人
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政策
4 （4）交通安全・防犯対策の充実

施策の目的�

◦�地域や関係機関と連携して定期的なパトロールや情報交換を行うなど、交通安全や防犯対
策を推進し、事故や犯罪を未然に防ぐ、安全・安心なまちづくりを進めます。

現状と課題�

◦�道路の危険箇所を把握し、交通安全施設を整備するとともに、交通安全意識の高揚を図り、
住民を交通事故から守る取組が必要です。
◦�児童生徒の通学路における交通環境は、交通安全施設の整備などにより年々改善されてい
ますが、交通量の変化などにより状況が変化する場合もあり、交通安全対策が必要です。
◦�住民自らが地域の安全は地域で守るという意識を高め、地域での防犯活動を進めることが
求められています。

主な取組�

❶交通安全対策の推進�
◦�歩行者と運転者の安全を確保するため、道路幅員や交通状況を考慮し、通学路の整備や危
険箇所へのガードレール、道路反射鏡の設置など、交通安全施設の整備を進めます。
◦�交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけることで、交通事故防止の徹底を
図るとともに、警察や交通安全協会等と連携・協力した交通安全啓発活動や運転免許証を
自主返納した高齢者への支援を行うなど、交通安全対策に取り組みます。
❷防犯対策の推進�
◦�警察や防犯協会等との連携による啓発活動の実施や地域での防犯活動、防犯カメラ設置へ
の支援等を行い、地域住民の防犯意識の高揚と地域の見守り力の向上、犯罪の防止を図り
ます。

関連するSDGs�
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住民等の取組�

◦�車や自転車の安全運転に努めるとともに、交通ルールや交通マナーを守ります。
◦�自らの防犯意識を高め、身近な防犯対策を心がけます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

交通事故発生件数 23件
［R1：48件］ 24件

犯罪発生件数 34件 36件
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政策
4 （5）上下水道の整備

施策の目的�

◦�ライフラインである上下水道施設の老朽化が進んでいるため、計画的な整備・更新と適正
な維持管理を行い、良質な水道水を安定して供給するとともに、海や川などの良好な水質
保全に努めます。

現状と課題�

◦�いつでも良質な水道水を安定して供給するため、水道施設の適正な維持管理と老朽化した
施設の整備・更新が必要となっています。
◦�良好な水質保全や公衆衛生の向上を図るため、下水道未接続者への意識啓発や下水道施設
の適正な維持管理、老朽化した施設の整備・更新が必要となっています。

主な取組�

❶上水道の整備�
◦�水道水の安全性を高めるため、水質管理の強化を図るとともに、平常時の安定した給水の
確保と災害時における給水対策の充実に取り組みます。
◦�水道施設の適正な維持管理に努めるとともに、各施設がその機能を十分に発揮できるよう、
老朽化した施設の整備・更新を計画的に進めます。
◦�配水管の老朽化による漏水等を防ぐため、既設管路の漏水調査を必要に応じて継続すると
ともに、既設老朽管を計画的に更新し、水道有収率の向上対策に取り組みます。
◦�水道事業の経営の安定化を図るため、適正な施設管理や経費の削減に努めるなど、経営の
健全化に取り組みます。

関連するSDGs�
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❷下水道の整備�
◦�下水道施設の予防的な保全により、安定した汚水処理を行うとともに、下水道接続率の向
上を促進することで、海や川などの良好な水質保全や公衆衛生の向上に努めます。
◦�下水道施設を計画的かつ効率的に点検・調査及び修繕・改築を行うことで、ライフサイク
ルコストの縮減を目指しながら、良質で持続的な下水道サービスを提供します。
◦�下水道事業の経営の安定化を図るため、適正な施設管理や経費の削減に努めるなど、経営
の健全化に取り組みます。

住民等の取組�

◦�安定した給水を確保するため、家庭や事業所における節水に努めます。
◦�下水道の正しい使用方法を守り、生ごみや油などを下水道に流さないようにします。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

水道有収率 70.0％ 81.5％

下水道接続率 81.3％ 82.5％

関連する計画�

◦�新温泉町水道事業経営戦略［H30－R10年度］
◦�新温泉町下水道事業経営戦略［H28－R7年度］
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政策
4 （6）市街地の整備

施策の目的�

◦�浜坂・温泉両地域における中心地の拠点性の維持・向上を図るため、中心市街地の活性化
に向けた整備を進めるとともに、現在整備中の地域高規格道路山陰近畿自動車道のインター
チェンジ周辺などの適正な土地利用に努めます。

現状と課題�

◦�中心市街地の歩行者通行量の減少や空き家・空き店舗が増加しているため、浜坂・温泉両
地域における中心市街地の機能性と回遊性を高め、魅力と賑わいがあり、災害にも強い市
街地の形成が求められています。
◦�新たな市街地の形成に向け、山陰近畿自動車道の新温泉浜坂インターチェンジ周辺の適正
な土地利用が求められています。

主な取組�

❶中心市街地の整備�
◦�多くの人が集まり交流できる拠点として、浜坂・温泉両地域の中心地である浜坂駅周辺及
び湯村温泉街等の整備を進め、機能性と回遊性が高く、魅力と賑わいのある市街地の形成
を進めます。
◦�中心市街地の活性化を推進するため、地域住民や関係団体と協働し、地域資源や特色を生
かした環境整備やイベントの開催など、魅力あるまちづくりに取り組みます。
◦�秩序ある市街地の形成を進めるため、適正な土地利用を促進するとともに、歴史的景観に
も配慮し、災害に強い安全なまちづくりに努めます。

関連するSDGs�
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❷新たな市街地の形成�
◦�山陰近畿自動車道の新温泉浜坂インターチェンジ周辺について、関係機関や道の駅などの
周辺関係者と調整・連携を図りながら、まちの活性化につながる土地利用を検討し、車で
訪れる人の玄関口にふさわしい市街地の形成を進めます。

住民等の取組�

◦�良好な市街地づくりに対する意識を高め、地域の将来像について積極的に考えます。
◦�良好な街並みに配慮した土地利用に努めます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

都市計画街路整備率 91.6％ 100％

街並み環境整備進捗率
（湯村温泉街） 27.7％ 100％
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自然と調和して心地よく暮らせるまち政策5

政策
5 （1）自然環境の保全

施策の目的�

◦�身近に存在する豊かな自然環境を再認識し、森林、田畑、河川、海岸などの保全と活用に
努め、人と自然が調和し、ともに生きる社会づくりを進めます。

現状と課題�

◦�住民との協働により、自然保護や環境保全活動に取り組み、将来にわたって豊かな自然環
境を守ることが必要です。
◦�町全体の約半分の面積を占めている自然公園の保全と活用を図り、人と自然が共生するま
ちづくりに取り組むことが求められています。

主な取組�

❶保護・保全活動の推進� �
◦��豊かな自然環境を次代に継承するため、住民の自然保護意識の高揚を図るとともに、住民
活動団体等による保全活動の促進や、「海・山・温泉」などを生かした地域が輝く自然ガ
イドの養成に努めます。
◦�森林の公益的機能を高め、健全な森づくりを推進するため、間伐の促進や林道の適正な維
持管理に努めるとともに、恵みのある農地を保全するため、農地の荒廃を防ぎ、多面的機
能の確保を図ります。
◦��住民が水辺に親しむため、清掃活動などによる海岸の保全と環境美化に努めるとともに、
河川の自然環境を再生するため、生物の生活空間の確保など、自然環境に配慮した取組を
推進します。
❷自然公園の保全・活用� �
◦�山陰海岸国立公園や氷ノ山後山那岐山国定公園などの豊かな自然環境を住民や関係団体と
の協働により適正に保全し、人と自然が身近に共生するまちづくりを進めます。
◦��自然公園を体感するプログラムの実施を支援するなど、多くの人が自然に触れる機会の創
出を図るとともに、快適な環境整備を進めます。

関連するSDGs�
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住民等の取組�

◦身近にある豊かな自然環境や生物を大切にします。
◦自然環境問題に関心を持ち、自然保護・保全活動に積極的に参加します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

上山エコプログラム参加者数 5,393人
［R1：6,106人］ 7,000人

クリーン大作戦参加者数 0人
［R1：3,000人］ 3,800人
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政策
5 （2）生活環境の充実

施策の目的�

◦�子ども、高齢者、障がいのある人などに配慮した優しい生活環境を整備するとともに、空
き家の活用などにより、自然と調和する住環境づくりに努めるなど、憩いと安らぎのある
環境づくりを進めます。

現状と課題�

◦�子ども、高齢者、障がいのある人などの生活や活動における不便さを取り除くため、あら
ゆる施設のバリアフリー化が必要となっています。
◦�住宅の老朽化や空き家の増加により、防災・防犯上の問題が生じており、適切な対応が求
められています。
◦�空き家の有効活用により、移住定住を促進する取組が求められています。
◦�自然との触れあいやゆとりのある生活が求められる中、身近な生活環境における緑や憩い
の空間、景観の整備が求められています。

主な取組�

❶ユニバーサル社会づくり�
◦�公共施設や社会基盤の整備において、子ども、高齢者、障がいのある人などの利用に配慮
したバリアフリー化を推進するとともに、住民だけでなく来訪者にも優しいユニバーサル
デザインの視点に立ったまちづくりを進めます。
❷住環境の整備�
◦�若者の定住促進と移住者の住宅支援を図るとともに、快適な住環境を整備するため、民間
住宅の取得、リフォームを支援します。
◦�町内の空き家情報を十分に把握し有効活用を図るため、空き家バンク制度の充実を図ると
ともに、空き家の所有者と移住希望者等とのマッチングを行い、移住者等の増加を図ります。

関連するSDGs�
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◦�生活環境の保全と防災・防犯対策として、老朽化により周囲に危険を及ぼすおそれのある
空き家の除却を推進するとともに、老朽空き家が危険な状態にならないよう、適切な助言、
指導を行います。
◦�老朽化した町営住宅を計画的に修繕しながら、居住環境の向上を図るとともに、適切な入
居管理に努めます。
❸公園緑地の適正な管理�
◦�住民の憩いと安らぎの場である公園緑地を安全で快適に利用できるよう、定期的な点検パ
トロールによる適正な維持管理に努め、緑豊かなうるおいのあるまちづくりを進めます。
◦�子どもの遊び場を確保するため、既存施設の活用とともに、遊具や公園などの整備について、
地域等と連携しながら検討を進めます。
❹景観形成の推進�
◦�まちの優れた景観を守り育て、創り出すため、景観に配慮した道路や河川の整備を行うと
ともに、魅力ある景観の創出を住民参加で進めます。

住民等の取組�

◦�空き家などを適切に管理するとともに、空き家バンクを有効に活用します。
◦�公園緑地の美化活動や魅力ある景観の形成に努めます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

定住促進住宅取得助成件数 23件 25件/年

空き家バンク登録件数 13件 20件/年

町の制度を活用した
移住件数

16件（26人）
［R1：6件（16人）］ 10件（15人）

景観形成補助件数 0件 2件/年
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政策
5 （3）循環型社会の形成

施策の目的�

◦�ごみの減量化や適正処理による環境への負荷の低減と再資源化による資源の有効活用を行
うとともに、再生可能エネルギーを活用した取組を進め、持続的な循環型社会の形成によ
る環境に優しいまちづくりを進めます。

現状と課題�

◦�本町のごみの排出量は減少傾向にありますが、自然環境を守るためには、さらなるごみの
減量化と再資源化が求められています。
◦�住民の環境配慮に対する意識が高まる中、環境への負荷が少ない再生可能エネルギーの普
及と促進に取り組むことが求められています。
◦�人間の活動によって排出された温室効果ガスが主因となって生じている地球温暖化やオゾ
ン層の破壊など、地球規模での環境破壊が進んでおり、脱炭素社会の実現が求められてい
ます。

主な取組�

❶ごみの減量化と再資源化の推進�
◦�住民、事業者との協働により、ごみの分別と資源回収に取り組むとともに、ごみ問題に対
する意識の高揚を図り、ごみの減量化と再資源化を推進します。
◦�資源ごみ集団回収運動の推進により、リサイクルによるごみの減量化を進めます。
◦�不法投棄の未然防止や産業廃棄物の適正処理を進めるため、関係機関と連携し、監視・指
導体制の強化を図ります。
◦�農業廃棄物の適正処理、リサイクルの促進、間伐材の有効利用、耕畜連携による家畜排せ
つ物の利活用など、環境負荷の少ない産業活動の促進を図ります。

関連するSDGs�
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❷再生可能エネルギーの導入促進�
◦�再生可能な資源から生み出されるエネルギーを活用するため、住民、事業者への再生可能
エネルギーの普及・啓発を図るとともに、再生可能エネルギー設備の設置に対する支援を
行い、導入の促進を図ります。
❸地球環境の保全�
◦�住民一人ひとりが環境に配慮した行動を続けていくため、地球環境問題に対する啓発と環
境学習を推進します。
◦�地球温暖化を防止するため、家庭や事業所等における節電など、自主的な省エネルギーの
取組を促進し、温室効果ガス排出量の削減などに取り組みます。
◦�住民参加によるクリーン作戦を継続して行い、不法投棄ごみや海岸漂着ごみを回収・処分し、
山陰海岸ジオパークの景観保全や環境美化を推進します。
◦�住民の住みよい環境を守るため、大気や水質等の保全に向けた監視を行い、環境汚染の防
止対策に努めます。

住民等の取組�

◦�ごみの分別を徹底し、再資源化に努めるとともに、資源ごみ集団回収運動に取り組みます。
◦�家庭での節電や環境に配慮した商品の購入に努めます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

ごみ排出量原単位 852g/人・日 832g/人・日

再生可能エネルギー
導入支援件数（累計） 78件 85件

関連する計画�

◦新温泉町エコ・コンパクトタウン構想［H23年度策定］
◦一般廃棄物処理基本計画［H24－R8年度］
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政策
5 （4）高度情報化の推進

施策の目的�

◦�高度情報化社会に対応するため、快適に利用できる情報通信基盤やシステムの整備に努め、
利用者の視点に立った満足度の高い行政サービスを提供するとともに、情報セキュリティ
の強化を図ります。

現状と課題�

◦�近年のスマートフォンの普及やAI、IoTなどの新たな ICT技術が目覚ましく進展する中、
情報通信基盤の重要度はますます高くなっています。
◦�情報通信技術の発達は、あらゆる社会生活に大きな変化をもたらしており、今後もあらゆ
る分野で効果をもたらすと期待されています。
◦�情報通信技術の活用にあたっては、安心と信頼が確保されることが求められており、情報
セキュリティの強化が必要となっています。

主な取組�

❶情報通信環境の充実�
◦�町内全域の高速、大容量の情報通信に対応した情報通信基盤の整備に努めるとともに、ケー
ブルテレビや公衆無線LANの適正な整備、充実を図ります。
◦�民間企業との連携・協働により、超高速ブロードバンドの環境整備を進め、快適な情報通
信環境の整備に努めます。
❷情報通信技術の活用�
◦�電子申請等による各種行政手続きのオンライン化等を推進するなど、デジタル技術を活用
した住民サービスの向上を図ります。
◦�住民自らの情報通信技術の活用を図るため、マイナンバー制度の周知とマイナンバーカー
ドの普及促進に努めます。

関連するSDGs�
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❸情報セキュリティの強化�
◦�個人情報の漏えい防止やコンピュータウイルスなどの脅威に的確に対応するため、情報セ
キュリティ対策の強化を進めます。

住民等の取組�

◦情報通信技術を効果的に利活用することを意識し、生活に役立てます。
◦スマートフォンやインターネットの危険性に対する知識を深めます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

公衆無線 LAN 設置数 
（累計） 80台 86台

情報端末操作教室等
参加者数

0人
［R1：20人］ 40人

関連する計画�

◦第4次新温泉町情報化計画［R4－R8年度］
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政策
5 （5）安心な消費生活の推進

施策の目的�

◦�悪質商法などの被害から住民を守るため、消費生活情報の提供機能を強化するとともに、
消費生活センターに専門知識を持った消費生活相談員を配置し、あっせんや適切な助言が
できる体制の充実に努めます。

現状と課題�

◦�情報化の進展による消費生活のグローバル化に加え、電子マネーや暗号資産（仮想通貨）
など、消費者を取り巻く環境は大きく変化し、消費者が抱える問題も多様化、複雑化して
います。
◦�住民がいつでも身近に消費生活の相談ができる体制を整備するとともに、悪質商法の手口
が巧妙化する中、被害を防止するためのより分かりやすい情報提供、啓発活動が必要となっ
ています。
◦�住民の消費生活における被害の実態を適正に把握し、新たな被害の未然防止や拡大阻止な
どを図り、消費生活の安全を確保することが重要です。

主な取組�

❶情報提供の充実�
◦�広報紙やホームページ、ケーブルテレビなどの媒体を活用し、住民に分かりやすい消費生
活情報の提供に努めます。
◦�住民の消費者トラブルや被害の未然防止を図るため、出前講座や講演会の開催など、消費
生活に関する知識の普及・啓発に取り組みます。
❷消費生活相談の充実�
◦�消費生活センターに専門相談員を配置し、研修等による相談員のスキルアップを進めなが
ら相談体制の充実を図ります。
◦�国、県や警察などの関係機関、消費者団体等との情報共有・連携強化を図り、被害の未然
防止と早期発見、解決に努めます。

関連するSDGs�
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住民等の取組�

◦�消費生活に関する適正な情報や正しい知識を身に付けます。
◦�消費者被害にあった場合は、早期に消費生活センターに相談します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

消費生活相談件数 196件 150件

相談員の助言による解決率 89.2％ 90.0％

消費者教育講座参加者数 217人
［R1：1,065人］ 2,000人
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政策
5 （6）温泉配湯の利活用

施策の目的�

◦�湯村温泉、浜坂温泉などの優れた泉質と湯量を持つ温泉を利用し、全国的にも数少ない温
泉の各戸配湯を行うほか、健康保養地づくりに活用するなど、「蛇口をひねれば温泉が出
るまち」を生かしたまちづくりを進めます。

現状と課題�

◦�有限な温泉資源を保護するため、温泉の湧出量、温度、泉質の変化などを常に確認し、温
泉配湯の長期的な安定確保に努めることが必要となっています。
◦�町名に「温泉」のつく町として、町内の温泉資源を活用した特長的な取組を進め、移住・
定住の促進と交流人口の拡大を図ることが求められています。

主な取組�

❶温泉資源の適正管理�
◦�98℃の熱泉と豊富な湯量を誇る湯村温泉をはじめ、浜坂温泉、七釜温泉、二日市温泉の
温泉資源を適正に管理し、保護に努めます。
◦�将来にわたって温泉の安定供給を継続するため、配湯施設の適正な維持管理に努めます。
❷温泉資源の活用�
◦�湯村温泉、浜坂温泉の温泉資源を活用した各戸配湯を継続して行うとともに、温泉を活用
した移住・定住を促進するため、町内での住宅取得等とあわせた新たな温泉配湯について
支援します。
◦�温泉配湯がされていない地域においても、温泉を身近に感じ、有効に活用してもらうため、
温泉施設の利用促進や温泉配達などの取組を十分に情報発信しながら、町内全域での温泉
活用を図ります。
◦�町内に4つある温泉を最大限に活用し、産業・観光振興や健康増進等の分野で、さまざま
な「おんせん天国」の取組を展開します。

関連するSDGs�
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❸健康保養地づくり�
◦�国民の療養、保養、休養の場として、浜坂温泉郷国民保養温泉地の充実を図ります。
◦�入浴施設や入浴指導員を活用した健康増進コンテンツの提供、入浴指導に運動指導の機能
を付加した温泉施設の運用など、健康保養地づくりに向けた取組を推進します。

住民等の取組�

◦�貴重な温泉資源の適正な管理と保護に協力します。
◦�町内の「温泉」を国内外にPRするとともに、温泉を活用した取組に協力します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

入浴客数（町有施設） 170,677人 280,000人

浜坂温泉配湯加入戸数 704戸 671戸

湯村温泉配湯加入戸数 399戸 400戸

関連する計画�

◦�浜坂温泉配湯事業経営戦略［H30－R10年度］
◦�七釜温泉配湯事業経営戦略［R2－R11年度］
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政策
6 （1）参画と協働の推進

施策の目的�

◦�多様化する地域課題や住民ニーズに対応したまちづくりを進めるため、住民、地域、事業
者などと行政が、お互いにその役割と責任を担い、参画と協働をさらに進めるとともに、
地域コミュニティの維持・活性化を進める活動を支援します。

現状と課題�

◦�住民ニーズが多様化する中、行政の限られた財源と人材のもと、魅力あるまちづくりを進
めるためには、住民を含めた多様な主体と行政が、参画と協働をさらに進めることが必要
です。
◦�住民自らが行うコミュニティ活動を支援し、地域を活性化させることが求められています。
◦�山間部の集落においては、過疎化・高齢化により、集落機能やコミュニティ活動の低下が
懸念されています。

主な取組�

❶住民との協働の深化�
◦�住民の意向をまちづくりに反映させるため、住民参画を促進し、住民、地域、事業者など
と議会、行政が、それぞれの特性に応じて役割と責任を担い、協働のまちづくりを推進し
ます。
◦�行政情報を分かりやすく公開・提供し、住民のまちづくりに対する関心を一層高めながら、
住民との協働を進めます。
◦�高校や大学等と連携し、若者の発想を生かしたまちづくりの取組を促進し、地域の活性化
と人材育成に努めます。

住民と行政が夢をふくらませるまち政策6

関連するSDGs�
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❷コミュニティ活動の支援�
◦�住民の創意工夫によるコミュニティ活動を支援し、地域の活性化を図るとともに、コミュ
ニティの拠点である集会所などの整備・改修等を支援します。
◦�過疎化・高齢化により集落機能が低下している小規模集落等において、住み慣れた地域で、
将来にわたって安心して暮らし続けていくため、集落を越えて広域的な範囲で地域活性化
に取り組む新しい地域コミュニティ（地域運営組織）づくりを進め、集落機能の維持を図
ります。
❸ボランティア活動の促進�
◦�住民生活のさまざまな分野において、住民の主体的なボランティア活動やNPO活動が活
発に展開されるよう、各種団体等の活動情報の集約・発信や団体間の連携・協力体制の整
備などの環境づくりを進めます。

住民等の取組�

◦�協働のまちづくりについての理解を深め、行政と連携してまちづくりに取り組みます。
◦�地域のコミュニティ活動に積極的に参加し、人と人とのつながりを深めます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

審議会等の公募委員割合 4.4％ 10.0％

地域活性化事業支援件数 1件 4件/年

地域運営組織設立数 0件 9件

関連する計画�

◦�新温泉町住民参画と協働の推進指針［H21年度策定］
◦�新しい地域コミュニティづくりの基本方針［R2年度策定］
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政策
6 （2）人権・平和の尊重

施策の目的�

◦�あらゆる人権課題の解消に向け、人権教育・啓発活動や男女共同参画社会の推進など、人
権が尊重され差別のないまちづくりを進めるとともに、「恒久平和の町」宣言をしている
まちとして、平和を愛し、命を大切にするまちづくりを進めます。

現状と課題�

◦�人権意識を高めるためには、生涯を通しての学習が必要であり、より広く効果的な人権教育・
啓発が求められています。
◦ �SNSの普及や価値観の多様化といった社会変化やコロナ禍により、インターネット上で
の誹謗中傷等の人権侵害の深刻化や性的指向・性自認を理由とする偏見や差別等の新たな
人権問題が発生しています。

◦�さまざまな分野への女性の参画が進んでいる中、依然として、男女の性別による固定的な
役割分担の意識が残っています。
◦�本町は、「恒久平和の町」であることを宣言し、非核三原則の堅持と恒久平和の実現を願い、
戦争のない明るく幸せな生活を守る決意を表明しています。

主な取組�

❶人権教育・啓発の推進�
◦�人権問題に関する住民の理解を深め、さらなる人権意識と人権感覚の醸成を図るため、学校、
家庭、地域、職場など、あらゆる場や機会を通じて、学習会、セミナー等を行い、人権教育・
啓発活動を推進します。
◦�日常生活における差別や人権侵害から住民の人権を擁護するため、人権関係機関と連携し、
相談事業の充実に努めるとともに、相談機関等の情報提供を行います。

関連するSDGs�
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❷男女共同参画社会の実現�
◦�性別による固定的な役割分担意識を解消し、社会のあらゆる分野で男女が共に活躍できる
社会を実現するため、行政の政策や方針決定の場への女性の参画を促進するとともに、住
民や事業主、各種団体等への情報提供、啓発を行います。
◦�男女間におけるあらゆる暴力を根絶するため、啓発活動の充実や被害者へのきめ細やかな
支援を行うとともに、性的マイノリティ（LGBT）への偏見や差別をなくすため、多様な
性についての理解促進に関する広報や啓発に努めます。
❸平和意識の高揚�
◦�「恒久平和の町」宣言をしているまちとして、戦争のない平和な世界の実現に向け、住民
一人ひとりが平和の尊さを強く認識し、次代の人たちに引き継ぐことができる平和意識の
高揚に努めます。

住民等の取組�

◦�人権学習会などに積極的に参加し、人権意識のさらなる向上に努めます。
◦�男女共同参画について正しい知識をもち、あらゆる場面で男女共同参画に努めます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

人権セミナー参加者数 312人 350人

人権のつどい参加者数 0人
［R1：270人］ 350人

審議会等への女性委員登用率 24.7％ 30.0％

関連する計画�

◦��第3次新温泉町人権施策推進計画［R2－R6年度］
◦�第4次新温泉町男女共同参画社会プラン［R4－R8年度］
◦�新温泉町における女性職員の活躍の推進に関する特別事業主行動計画［R3－R7年度］
◦�新温泉町特定事業主行動計画（後期）［R2－R6年度］
◦�新温泉町「恒久平和の町」宣言［H18.10.1］
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政策
6 （3）行財政改革の推進

施策の目的�

◦�将来にわたる持続可能な財政基盤と住民満足度の高い行政体制を確立するため、改革と改
善を繰り返しながら、行財政改革の着実な推進を図り、健全な行財政運営を進めます。

現状と課題�

◦�本町の財政状況は、歳入の根幹をなす税収入が今後も急速な回復が期待できない状況にあ
るほか、普通交付税の減額も見込まれており、さらに厳しい状況が続くと予想されています。
◦�行政を取り巻く環境が大きく変化する中、今後ますます増加する新たな行政課題や住民ニー
ズに対応するため、さらなる行財政改革が必要となっています。

主な取組�

❶自立した財政運営�
◦�自立した財政運営を進めるため、継続して経費の削減と自主財源の確保に努めるとともに、
行政サービスの提供において、受益と負担の適正化を図ります。
◦�財政の健全性を維持するため、財政健全化法に基づく適切な財務状況の管理に努めながら、
安定的な財政運営を維持するため、基金の確保や起債残高の減少等に努め、財政基盤の強
化を図ります。
❷良質な行政運営�
◦�限られた財源と人材を効果的かつ効率的に活用するため、計画的な行政運営を進めながら、
既存事業の見直しや重複・類似事業の整理統合を行うなど、事務事業の改善に努めます。
◦�住民サービスの向上につながる業務の改善や高度情報通信技術を活用したサービスの提供
を進めるとともに、公共施設の統廃合や長寿命化などを含めたマネジメントの強化や遊休
町有地の処分を含めた適正な管理と効果的な活用を進めます。
◦�町税、使用料等のコンビニ収納やクレジットカード、電子マネーによる納付など、納付方
法の多様化を検討し、住民の利便性の向上を図ります。

関連するSDGs�
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❸行政運営力の強化�
◦�将来にわたって安定した行政サービスが提供できる体制や仕組みを構築するため、多様な
住民ニーズや未知のリスクに迅速かつ的確に対応できる組織づくりを進めながら、定年延
長や再任用職員の推移も踏まえた定員管理の適正化に努めます。
◦�職員一人ひとりが担う業務が増大し、職員の能力向上がますます重要となるため、職員の
意識改革を促すとともに、人事評価制度を活用しながら、人材育成による全職員の能力向
上を図ります。

住民等の取組�

◦�行財政改革の必要性について行政とともに考え、理解を深めます。
◦�税の果たす役割を認識し、納税意識を高めます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

町税徴収率（現年分） 97.2％ 98.7％

実質公債費比率 10.8％ 12.0％

将来負担比率 89.9％ 51.0％

関連する計画�

◦新温泉町財政運営に関する基本方針［R2－R6年度］
◦新温泉町公共施設等総合管理計画［H29－R38年度］
◦職員研修実施計画［R2年度見直し］
◦第3次新温泉町定員適正化計画［R2－R6年度］

103



政策
6 （4）広域連携・交流の強化

施策の目的�

◦�近隣市町との連携による広域ネットワークの形成を強化し、医療や交通、観光などの分野
での連携・交流を深め、生活基盤の充実と相互の発展を図ります。
◦�交流人口の拡大による地域の活性化を図るため、山陰海岸ジオパークを活用した取組や都
市農村交流などを進めるとともに、国際化に対応できるまちづくり・ひとづくりを行うため、
国際交流を推進します。

現状と課題�

◦�新温泉町の単独では解決できない課題に対応するため、複数の自治体が連携し、行政区域
にとらわれない広域な範囲での課題解決に向けた取組が必要となっています。
◦�山陰海岸ジオパークを活用した取組や都市住民との交流を進め、交流人口や関係人口の拡
大を図ることが求められています。
◦�国際化が進展する中、住民が外国の異文化や風習に対して理解を深めることや外国人にとっ
ても生活しやすい社会づくりが求められています。

主な取組�

❶広域連携の推進�
◦�広域化する行政需要に対応するため、近隣市町との広域ネットワークの形成を強化し、交
流人口の拡大、観光資源の広域的活用、生活基盤の充実など、広域的課題の解決を図ります。
◦�「但馬定住自立圏」、「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏」の連携をさらに深め、それ
ぞれが持つ資源や特長を生かしながら、医療や交通、観光をはじめ、教育や産業振興など
の取組を進め、圏域全体の一体的発展を図るとともに、本町の地域振興、住民サービスの
向上に努めます。
❷国内・国際交流の推進�
◦�ユネスコ世界ジオパークに認定された山陰海岸ジオパークを国内外に発信するとともに、

関連するSDGs�
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関係市町等との連携を強化し、地質遺産の保全と教育、観光、地域産業への活用を進め、
交流人口の拡大を図ります。
◦�都市住民との交流による交流人口や関係人口の創出・拡大を図るため、農山漁村体験や集
落保全活動のイベントなどを進めるとともに、新温泉町出身者や都市部の市町との交流を
推進します。
◦�四季折々の豊かな自然や但馬牛をはじめとする動物との触れあい、農産物加工体験などの
牧場公園の多面的機能を生かし、都市と農村との交流促進を図ります。
◦�国際交流協会と連携し、台湾をはじめとする住民と外国人との交流活動を進め、異文化の
理解を深める機会を提供するとともに、外国人への日本語教室を実施するなど、日常生活
の支援を進めます。
◦�中学生の国際理解教育を促進するため、ニュージーランドの姉妹校交流を支援し、国際意
識の醸成とコミュニケーション能力の育成を図ります。

住民等の取組�

◦�広域的な課題に対する関心をもち、圏域に住む住民みんなで解決に向けて協力します。
◦�国際交流事業に参加し、外国人との交流を深めるとともに、国際理解に努めます。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

定住自立圏連携事業数 9件 10件

連携中枢都市圏連携事業数 72件 72件

ジオパーク館入館者数 12,298人
［R1：30,880人］ 25,000人

地域交流事業参加者数 0人
［R1：105人］ 100人

但馬牧場公園来園者数 97,060人
［R1：143,330人］ 200,000人

関連する計画�

◦第3次但馬定住自立圏共生ビジョン［R4－R8年度］
◦因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏ビジョン［H30－R4年度］

105



政策
6 （5）情報発信の強化

施策の目的�

◦�本町の大きな魅力である自然環境や新鮮な食、活気あるイベントなどを行政、住民、企業、
各種団体などがそれぞれに情報発信を行いながら共有し、支援しあえる体制づくりを進め、
町全体の情報発信力の強化に努めます。

現状と課題�

◦�タイムリーで質の高い情報発信が求められています。
◦�新温泉町の知名度が、同種の地域資源を持つ近隣市町と比べて低いため、情報発信の強化
が必要となっています。
◦�まちの魅力を知ってもらうための新たな工夫やイメージづくりが求められています。

主な取組�

❶情報提供の充実�
◦�幅広い世代の住民が的確に情報を受け取ることができる仕組みを充実させるため、ホームペー
ジやSNS、ケーブルテレビなどの媒体を利用した情報発信コンテンツの利用強化を進めます。
◦�町のさまざまな取組やイベント等を分かりやすく、楽しく伝えられる広報紙の充実に努め
るとともに、住民が必要とする情報を分かりやすく提供しながら、誰もが簡単にアクセス
できるよう、ホームページの充実に努めます。

関連するSDGs�
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❷戦略的な情報発信�
◦�町内外の人に効果的にまちの魅力を知ってもらうため、地域資源の掘り起こしやニーズな
どの情報収集を行い、インターネットやマスコミを効果的に活用しながら、口コミなどの
相乗効果が得られる情報発信に取り組みます。
◦�仕事や住まい、子育て等の移住・定住に必要な情報を分かりやすく集約するなど、移住希
望者や地元出身者が住みたい、ふるさとへ帰ろうと思える情報発信の充実に努めます。
◦�温泉などの豊かな地域資源をテーマやキーワードで統一し、シンボルマークやロゴを活用
するなど、より効果的で印象的なイメージを与える情報発信に努めます。
◦�行政、住民、企業、各種団体がそれぞれに発信する情報を共有し、さらに町全体が一体となっ
た情報発信ができる体制づくりを進めます。

住民等の取組�

◦�まちのセールスマンとして、あらゆる機会を通じて国内外にまちの魅力を発信します。
◦�多様な地域資源を効果的に情報発信するため、情報の共有化に協力します。

評価の指標�

指　標 基準値（R2） 目標値（R8）

HP アクセス件数
（TOP ページ）

262,946件
［R1：173,442件］ 200,000件

HP アクセス件数（全体） 1,714,134件
［R1：1,138,218件］ 1,500,000件

新温泉町公式 Facebook
フォロワー数 805件 1,400件
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